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「高層建築物の環境影響評価」

全国各地で都市の再開発が進む中、高層建築物

の建設にとも芯う環境影響が指摘されている。この

ため、高層建築物の建設にとも芯い、景観・日照阻害・

風害・テレビ受信障害、温室効果ガス等の影響が生

じることを鑑み、一定の高さ・延べ面積以上の建築

物の建設事業に対して、環境影響評価条例の対象と

している地方自治体が見うれる。

本特集では、はじめに、地方自治体における高層

建築物の環境影響評価条例等の概況を整理した。ま

た、課題として取り上げられることの多い風害と、池

上波デジタル放送への移行にとも芯う電波障害への

対応の現状等について取材した。さうに、高層建築

物の事例が多い東京都と港区にうかがい、その特徴

や事業者等への要望芯どをとりまとめた。

E高層建築物の環境影響評価の概要

1 .はじめに 境アセスメントに係る胤様主要件を表 1. ~層処築物、大規模述築物などとな

向層建築物とは、高さによって建 一1に示す。 っており自治体によってぷ現は異な

築物を区分する際の一区分であるカえ 対象事業の糊Jjとしては、建制却、 る。

どの稜度の高さから尚層建築物ある

いは超高層建築物と呼ぶのかについ

ての明確な定義はない。消防法では、

「高さ三十一メートルを超える悠築

物」を両層建築物と定義しており(第

八条のて)、建築基根法では、高層

建築物を定義していないものの、向

さωmを境に建築物の僻造耐}jにつ

いて異なる基準を定めていることか

ら(第二十条)、 ，:~さωmが 4つの

Tl'i<と考えることもできる。

~V1<影響評価の対象事~としての

尚層建築物は、各fl治体において条

例でそれぞれ規模~f'1ーとして高さを

規定している。

2.対象事業及び規模要件

自治体ごとの対象事業の縄別、環

.表ー1 環境影書評価条例等における高層建築物の規模要件
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の検討を行っている事例も見られて風害、地域交通への影響などが参考

項目として取り上げられている。 いる。

5.おわりに
一部の地域では、条例逃れととれ

るような、規模婆件をわずかに下回

る高さ規模の高府建築物が見られる

ものもある。しかし、規模要件を下

凶ることで、周辺環境への影響が軽

減されることはほとんどない。かえ

って、供用後に周辺住民から風害や

交通安全などのさまざまな追加的対

策の検討が求められたり、周辺住民

とのトラブルが発生した場合に、入

居者で構成する管理組合が対処しな

ければならないというケースもある

であろう。

たとえば、東京工業大学では、新

高層棟 (20階鐙て、 90.87m)の建設

に際し、横浜市環境影響評価条例の

対象事業に該当しないが、周辺への

環境影響に十分間出直する方針のもと、

自主的なミニアセスメントを実施し

おいては、風害ゃ;主観など、施設の

配置や形状に起閃して影響が生じ、

その影響が長期間にわたって生じる

ことが多いことから、環境保全借置

の検討にあたっては、早期の段師寺で

可能な限り影響を回避低減するよ

うさまざまな検討を行う必要がある。

また、住民説明会では環境保全措置

の検討過程を丁寧に説明することに

加え、供用後においてもモニタリン

グの結巣を周辺住民に説明すること

も重要となる。近年は、入屑者と周

辺住民とのトラプIレを避けるという

観点から、事業者自らが進んで対策

高さにl期する規模要件に着目する

と多くの自治体で高さ100m以上を

姿件としているが、歴史的景観・内

然景観、街並みなどに留意している

地域を持つ京都市では高さ45mにす

るなど、地域特性を踏まえて、嬰件

をさらに厳しくしている 自治体、 特

定の区域について要件を緩和してい

る自治体が見られる。

4.環境保全措置及びモニタ

リング
高層建築物の環境アセスメントに

3.調査項目
環境影響要因と環境彰響評価項目

の関連について、川崎市環境影響評

価等技術指針の例を表 2に示す。

高層建築物の環境影響評価項目に

ついては、大規模な建築物を建設す

ることから、工事中の地盤に|刻する

項目に加えて、供用時においては高

層建築物の存在による景観 (特に身

近な景観)、 1:1P，C1阻害、電波障害、

ている。(http://www.sisetu.titech.ac.jplpfi/eal

ea_top.html) 

このように、周辺環境への配慮の

検討、地域住民とのトラプル事前防

止のためには、 rl'小規模の1:日発であ

っても、建築基準法や都市計画法な

どの許認可と合わせて、簡易な環境

アセスメント (自主アセス、

セス)を実施することが望まれる。
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川崎市環境影響評価等筏術指針における環場影響要因と環境影密訴5項目
対車高層建築物の新殻
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IE欄 高層建闘の珊蝿開箇

l電波障害の調査と予測
取材協力社団法人日本CATV銭術協会

専務理事嶋田喜郎、事業部長杉本明久、調査部長坂下禽亀雄、参与太田哲司

1.はじめに

2011 年7月のデジタル放送への移

行や2013年に予Aされる東京スカイ

ツリーからの放送を踏まえ、電波障

害の調査・予測の実務を行っている

(社)円本CATV技術協会を訪問し、

電波障害の調査、予測等について附

いた。

2.デジタル放送の障害

電波隊書は、定築物による遮蔽、

反射、回折等により生じるが、デジ

タル放送では反射波が入っても受信

機入力端子で一定の強度地吋専られれ

ばほとんどの場合、画質、音質に影

響しない仕組みが採用されている。

アナログ放送では受信状況の劣化

にともない、受信画質も徐々に劣化

するため、障害のl京閃を特定しやす

かった。しかし、デジタル放送では、

ある条件を境にプロ ァクノ イズがIlJ

飴め、その後まったく映らない状態

になる。このように阿賀が劣化した

場合、信号が来ていないのか、新規

の建築物による原因なのか、他の雑

青が混入したのか等、 lniiI師症状から

原因を特定することができない (図

参照)。このため、 m:抗l強度 (電波

-図受信状態と画質

A 

t・3 !'!l"ル闘

-・
mm

7タロタ幽

受傷叙. t鳳』

の強さ)やBER(ピッ ト誤り率)等

の電波の状況を現地で測定しなけれ

ばならなくなる。

3.調査と予測

網脊は、 ①机上検討:現地調査に

先立ち、調1i:対象範囲を推定、 ②事

前調査:実測データの取得、障害発

生範聞の予iJllJ、③rJI r止l調設:着工後

から完成JiIlに実施する調資、 ④事後

調査:建築物の完成後に実施の4段

階に分かれるが、ほとんどの場合、

机 t調斎及び事前調査の結栄をもと

に予測を笑施し、対策が行われる。

予測は 「受信環境クリーン協議会」

がとりまとめた予測言十!~ができる 「ピ

1レエキスパートjというプログラム

が利用される。これは、建築物の形

や立地条件をもとに、受信障害が胤

辺に及ぶ範囲を予測することが可能

なソフトである。この予測結果をも

とに、建築物による遮蔽鍋失等を見

込んだ電界強度(電波の強さ)が限

界値を下回る影響範囲を設定し、 対

策を講じる必要があるという。

なお、弱電波肢では風力発電施設

により電波l忠告が生じることもある

とのことである。
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4.保全対策とモニタリング

mi主隙害対策には、ケーブルテレ

ビの導入、共同アンテナの設也、高

性能アンテナへの付け答え等がある。

また、電波Irr.t~の補償は、 「公共施

設の設置に起因するテレピジョン電

波受信障害により生じる1tl害等に係

る費用負担についてJ(建設省計崩

発第35号11併1154年建設事務次宵通

知1)に基づき行われる。

子測の精度を確保するためにも事

前調査はきわめて丞要となる。また、

環境影響評価技術指針等では、ク

レーンなどの怨設機織による電波障

告も対象とされているが、 「実際は、

工事実施前に対策を行うことが多く 、

[~rl'の建芯機械による影響を予測

することはほとんどないJという。

5.おわりに

デジタル化にともない、 「電波障

害がなくなるJとの誤った認織が多

いが、 fデジタル化により、電波障

宮司方主主面積が小さくなりました地主

電波障害の妥附はアナログ放送より

も分かりにくくなり ました。このた

め、建築物を建てる前に現地調査で

電波の状況を適切に把探することと

事前予測が大事です。jと坂下氏は強

調される。

調査、予測手法、対策が明確であ

るからこそ、現場が大切であると改

めて感じた取材となった。

(歯車委員異本潔 細川岳洋)



l風害の予測(風洞試験)
取材協力財団法人日本建築総合試験所

建築物理部耐風試験室室長代理高森浩治

1.はじめに

風害の予測l手法には、 ①風洞試験、

②数値シミュレーション、 ③類似事

例からの推定他が用いられるが、そ

の中でも最も再現性が高いと言われ

る風洞試験について、多く の実績を

持つ (財)日本建築総合試験新の高

森室長代理にお話をうかがった。

2.風洞試験

風洞試験は、風洞の送風機により

気流を作り出し、建物模型周辺の気

流を風速センサーにより測定するも

のである。公的な試験機関として風

洞試験業務の委託を受けている施設

は少ないが、年間20-301'牛の風洞試

験を行っているとのことである。

実際に本試験所の風洞試験施設を

見学させていただいた。まず、目に

入ったのは多くの建物模型である。

これらの検刑は、計画建築物高さに

等しい半径の範凶が風害の彩響範囲

とされていることから、計画建築物

をrl'心に2倍以上の範囲で作製され

ている。計画iの熟度にもよるが、計

画建築物の様相は壁画の凹凸など詳

細に作製される。胤辺の建物は箱形

の形状で表現したものであり、かつ

て木材が使用されていたが、最近は

加工しやすい発泡ポリスチレ ンで、

作製JVJ聞も約1か月とのことである。

さらに、風雲の環境保全惜世の ーつ

である街路樹も、スポン ジ状の素材

を用いて樹稜に比、じた尚さ、形状も

おおむね再現されるが、日が粗いも

ののほうが再現性があると言われて

いる。

風環境の評価には最大瞬間風速と

平均風速によるものがある。実際

に風洞施設を稼働いただき、 平均風

速10m/sの風を体験したが、常に

10m/sの風を受けると、 立っている

のも困難な状態であり、 瞬間風速と

平均風速の速いがよく分かつた。

また、最近では人に与える風宮ーだ

けでなく 、建物に与える胤陀の調脊

も行うことがあるとのことであった。

3.シミュレーションと風洞試験

コンビュータの進歩により、数値

シミュ レーションの技術は前Jc.し、

風害の検討においても数値シミュ レ

ーションが用いられることが多くな

っている。風刺試験と数値シミュレ

ーションでは、検討期間として、模

型製作とモデル構築に差があ り令体

で0.5-]か月ほど毅値シミュ レーシ

ョンの方が短いという。 I大事なの

はその再現性であるが、一般的に風

洞試験のほうが数値シミュレーショ

ンより再現性が高いとされている。

両者の決定的な違いは、シミュレー

ションはコンピュータ内で現象をっ

くり出しているが、風綱試験は現象

ありきで風速の測定を行っており、

同じ僕型を用いれば、どこの実験施

設でもほぼ同じ結果となるが、シミ

ュレーショ ンではメ ッシュの間隔、

コ
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本試験所の風洞試験施設

境界条件の与え方や使胤するソフト

で結果は異なってくる場合がある。

最も重要なのは、その結果を見るl浪

であり、それは多くの経験とノウハウ

により、建物、地形、風況からおおむ

ねの風環境を予測できる限を養って

おくことである。」と高森氏は語る。

4.環境保全措置

風寄の環境保全措置は、 一次対策

として建物の配置ー Jf~状によるもの、

二次対策として樹木、防風フェンス

などの周辺付属物によるものに区分

される。これらの防風対策のうちよ

り効果的であるのは、建築物の配置

形状による一次対策である。風洞試

験の結果においても、主風向に対し

て見付け幅が広い建物は風速が大き

くなり風環境の悪化が著しいが、見

付け幅を小さくするとその影響は小

さくなる傾向が顕著に見られるとい

う。一方、植栽による対策は局所的

には効果が見られるが、建物模型を

見てみると、建物と樹木の高さ等は

比較にならず、対策の限界がよく分

地、った。

5.おわりに

今後、さらに高層マンション等の

建設が進むが、特に低層住宅が多い

地域に建設する場合は、 早い段階で

風環境の検討を行っておくことが、

周辺住民、ひいては入居する住民と

地域の相主理解に寄与するものと思

われる。(編草委員加鷹蝉次)



1・椅鎗 高層建集積白環境彫響僻価

l東京都の高層建築物問る環境アセルト
取材協力東京都環境局都市地球環焼部環境都市づくり課担当課長宗野喜志

担当課長夏目賢

東京都環境影響評価条例では、

「高層建築物の新築」を対象事業

のーっと定めており、その要件を

「向さ100m超 (階段室、昇降機株

等を含む)かつ延べ面も~no万m2超(駐

車場面積を含む)Jとしている。 r高
層建築物の新築Jの実施件数は、手

続き'l'の裟;'1ーも含み50件であり、

30件がすでに手続きを完了している

(2012:¥f2月現在)。

東京都環境局都市地球環境部環境

都市づくり採に高層建築物における

環境アセスメントの特徴を中心にお

話をうかがった。

1東京舗の環境影響僻価制度

2002年の条例改正により、計画段

附7セス手続き実施のほか、 「良9.1

な環境を健保しつつ都市機能の高度

化を推進する地減J(以 F、特定の

地域という)が定められたことを1'f

呆に、 「内層建築物の新築」は、特

定の地域内で規校要件の緩和、選定

項目の限定、手続きの簡略化など事

業者のf4姐が軽減された制度となっ

ている 〔特定の地域での高層建築物

の規機製件は「而さ180m超(階段宅、

-図高層建築物の環境影書評価の実施区域

昇降機材i等を含む)かつ延べ而積15

万m2粗 (駐車場面積を含む)JJ。

2.風環境・婿観について

高層建築物において特徴的な問題

の一つが風環境である。

「表面的に防風植栽を植えたから

それですべてがOKというわけでは

ありません。予測に則いた防風対策

が確実に災施されているかどうかが

課題であると考えています。このた

め、防風植栽の充実に加え、より具

体的な防風対策の記載などを求める

とともに、事後のフォ ローをいかに

手厚くしていくかが電要です。事業

者のn撃な取り組みを望みます。」

また審議会では、供用直後の植栽

のす法を十分に保つこと、供別後の

植栽管理について管理会社へ確実に

引き継ぎを行うこと、などの意見も

出ているようである。

「風環境については専門的で一般

の人には分かりにくい内容になって

いるので、たとえばガストフ ァクタ

一本などの前提条件や、その考え方

を丁寧に書くように指導しています

し、審議会でもよく指摘されている

ところです。」

また気鋭については、 「圧迫感が

問題となります。園舎に 『植栽で緩

和を図るjと記載するだけでは説得

力に欠けます。披近では植栽イメー

*最大瞬間風速と平均風速の比をいう。突
風率ともいう。
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ジ凶を評価舎に記載するよう求めて

います。1

3.事業者、コンサルに求めること

「他法令の手続きや、地元との調

礁が十分にされず、スケジュールが

巡れるケースが増えています。本来

であれば特定の地域ではアセス手続

きは簡略化されますが、百|聞の熟度

が高くないまま手続きだけを進めよ

うとすると、かえって時間を要して

しまいます。事業者にはその辺りの

認識を持って事業を進めていただく

とともに、コ ンサルタントへ丸投げ

するのではなく当事者意識をもって

アセスメントに臨んでいただきたい

と思います。J

またコンサルタントに対しては、

「基本的なことですが、図3提出前

の十分なチェ ックの実施、粉度向上

を求めます。J
都内各地にはアセス手続きを終え

た事業が実例として増えており、た

とえば高射建築物周辺の風環境であ

れば、道行く多くの人々にもその状

況坤司事感できるなど、その対策効果

は一目瞭然である。

過去の豊富な4i-例を生かし、より

適切な防風対策や各保全措置を講じ

ることが必裂であると同時に、風告

などの諸問題に 「事後の手厚いフォ

ローJをもって対応していくことが

望まれる。

(編韓委員 岩本亮介/上原 励)



l港区の環境影響調査制度
取材協力 港区環境リサイクル支援部地球温暖化対策課 担当課長 吉野重文

港区の環境影響調査制度は都内の

自治体で峨ー制度として定められた

ものである。1995年に策定され、高

，，"1~主築物の事例数の多きが特徴的で

ある。港区環境リサイクル文媛部地

球温暖化対策課の吉野担当課長にお

話をうかがった。

1.港区11鏡彫響鯛査制度

港区では、大都市共通の課題であ

る1-'1境負荷の低減を来たし、居住環

境と鶴市活動がバランスのとれた街

となるように彼自に 「環境影響調査

実施要綱」を定めており、建築基準

法の怨築物の新築で、建築物の延べ

而積5万m2以上領bド場部分等合む)

のものが対象となる。

事後調査百十両省の提出を義務付け

ているのも制度の特徴の一つであり、

昨年3}]の要綱改正では総合設計制

度手続き、都市計 1'"1手続きの進捗前

にアセス手続きが対応できるように

し、早い時期から環境への配慮がで

きる仕組みとした。

また来年度以降の課題としては、

ド]~後のフォローを強化することを

H指しています。たとえば防風植栽

に対する1E識や考えが'il1'JII!会社、外

機施工業者にとeの科度伝わっている

のか、そうした情報を共有できる仕

組みを検討しています。」

2.風環鏡、交通量について

i甚灰では住民が体感できる風環境

に対する意見が非常に多くなってお

り、発生するピル風に対して事業者

は住民と共通狸解を得ることを求め

られている。

「許制項同の11'でも風環境にフォ

ーカスし、いかに対策、配慮をした

かを事業者に詳しく聞いています。

また、ランク閃だけでは住民の実

感とずれが生じやすく、理解しにく

いため、評価仏吋t成にあたっては、

①風li.J別風速比の変化グラフやベク

トル凶の作成、 ②防風拍栽の配置の

与え方を示すこと(風の流れの予知、

絞式図など)、また③事後評価との

整合を閃るため、気象データ (風向

風速)は北の丸公閣のデータ (注参

H~) を使うよう指導しています。 J

このほか 「風環境調脊等に関する

ガイドライン」を独自に策定するな

ど (図参照)、より分かりやすい肉

書を作成するための取り組みが進ん

でいる。

-)i、都市部特命ーの交通量の問題

もJ<lflj化している。

ii岳医は地価が高い地峡のため、

規艇の大きな建築物が非常に多く、

言|画地周辺に多くの住民が住んでい

る中で工事が進むのが特徴です。中

でも業務系や住居系の建築物が多い

ため、新たに発生する通勤者や居住

者の歩行者を合む交通祉の増加を常

i主:2007年11月より風向・風速の観測地
点は、大手町合同庁舎から北の丸公園に移
設し、観測を開始
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に懸念しています。駅前通路など狭

隆な場所を多層に利用していること

が多いので、歩行者があふれ、都市

基盤が追いつかないことも謀題の一

つです。地下通路や歩道橋、ベデス

卜リアンデッキなど安全に通行でき

るか、 }r.lill交差点で交通hlが捌ける

のか、{主民からも目に見えて悪化す

る事象について特に|湖くようにして

います。」

3.恵集者、コンサルに求めること

「コンサルタント担当者ばかりが

アセスについて話すのではなく、事

業者側がアセスに対する認識をしっ

かり持ったtで、対策やフォローに

ついて自らが捻り、責任感を持って

取り組む物1'1は、本来の環境配慮と

いう意味でうまくいくケースが多い

と思います。

自治体の技術者が減少傾向にある

'iJで、コンサルタントに諜せられる

責任は一昨i重要になってくると感じ

ています。事業名ーだけではなくコン

サルタントも事業の各段階での説明

武任を果たしていくべきであると考

えています。J
高層処築物が数多くそびえ立つ都

市部にあって、そのアセス制度の実

態はより地戚の特性に合ったもので、

住民との近さ、きめ紺lかさが印象的

であった。

(編集霊員 岩本亮介/上 原 励/中村健

/細川岳洋)



• 

エッセイ

我が国の地域の計画と持続性アセスの考え方

計画と戦略アセスの新しい関係

計画などいらないと思わせる法

改正があった。こと環境アセスに

関しては、事業に先立つ計画の存

在を前提に、構;ru段階の戦略環境

アセスが制度化されたばかりであ

る。事業の前に計画は必要という

認識は共有されている。今後、大

きな事業は減り、あってもそれが

災害復旧等であるなら、構想段階

アセスの出番は意外に少ないかも

しれないが、 問題はそこにはない。

数年前に高速道路鉦料化が温室

効果ガス削減との関係を無視して

突如導入されたことは記憶に新し

い。実は国家の政策段階や地域の

上位計画段階で戦略アセスを導入

する必要性は高〈、その，占は知lら

れているものの、我が国では計画

と聞くと何か情造物を新たに造る

ことが連想され、拒否反応が示さ

れることは少なくない。そのこと

もあって、本来、戦略アセスの対

象とすべき骨太の政策や計画が示

されないまま、行政や政治家の裁

によって媛味のうちに事が運ぶ

こともままみられる。この点がよ

り本質的な問題なのである。

しかし、考えてみれば、 2050年

という40年先まで考える地球温暖

化対策の長期B標や、 東日本大震

災で一挙に深刻さを増した地域防

災カの強化など、長期lこEり不断

の努力を必要とする計画課題は歴

然として存在している。その実行

には地域の総力結集が必要であり、

行政の行動規範を示す行政計画な

どと は異なる存在意義を有する計

画も必要である。

地域の計画づくりの展開可能性

さて、計画が不要と思わせたの

は、昨年の地方自治法改正である。

同法の2条4項には従前から、市町

村が議会の議決を経た上で、地域

の総合的で計画的な基本構想を定

め行政運営することと明記されて

いた。これが改正時に削除された。

各市町村が独自に判断して必要で

あれば、基本構是1等を条例などで

定めれば良〈、不要なら計画を作

らないのも自治体の自由という訳
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東京工軍大学大学院総合理工学研究科教授

屋井鉄雄
.執筆者略歴

1980年東京工業大学工学部土木工学科卒業
1985年東京工集大学大学院情士銀程修了

(工学剛士)
1985年京都大学工学部助手
1986~手東京工*大学工学部助手
1990年東京工業大学工学部助教慢
1997~手東京工業大学工学部教担
20回年東京工業大学大学院輯合理工掌研究科

教揮(現職)

この間マサチューセフツ工科大学客員准教慢、ヘ

ルシンキ工科大学客員融担‘フィリピン大学ディリマ

ン校客員数慢。.門骨軒は国土・都市計画.環後

宜通工掌で、中失珊!l審峰害事門霊園(環焼宙)、

千葉県都市計画審蛾会霊園.東京都都市計画審

腿会署員、宮古市臨合アドバイザー、アジア主通学

会，.務局長などを務める。

である。筆者は地方分権の流れに

は賛成であるが、地域計画に関わ

るj士的枠組みは強化すべきと考え

ていたので、必要性に踏み込まな

いまま、国が地方に判断を委ねて

しまったことは残念である。言十両

が不要との誤解を国民に与え兼ね

ないと少々心配している。

市町村が自主的に将来を描く姿

勢を一層強めれば良いが、今後の

高齢 ・人口減少社会への速度を考

えると、地方の魅力や持続性を高

めるために残された時間は短〈、

制度再設計に多く の労力をかける

余裕はないだろう。新しい計画制

度の枠組みのも とで各地域が切薩

琢磨する|主l式はどの先進国でもほ

ぼ共通であり、その枠組み作りま



で引き取って本当に地方は即戦力 の4つを柱とする必要があろう 。 られることから、これを「地域言|

を強められるのであろうか。縦割 従来の都市計画のマスタープラン、 画に対する防災カアセス」として

りを排した枠組みを強化し、不安 あるいは温暖化対策の実行計画な 位置付け、地球環境アセスを含む

な規制lを排除して競争力を高める どの枠組みに留まらず、交通 土 SEAを同時に位置付け、温室効果

べき時に、固として役割を放棄し 地利用、環境エネルギー、産業、 ガス削減を含む幅広い環境アセス

たことは早計ではなかったろうか。 福祉 ・健康等、相互の関係に十分 との2つを主軸に実施することが考

確かに従来から都道府県は根拠 配慮した計画内容を持ち、既に法 えられる。そして、これらに「社会お

法を持たずに基本構想や基本計画 定計画では無くなった基本構惣等 よび経済の戦略アセス」を加え、 4分

を策定してきた。よって、市町村 と整合的な地域計画を条例制度と 野の計画目標に対応ーする4つの戦略

も策定義務から逃れたとして、今 して持つことが望まれる。 アセスを我が国の「持続性アセスメ

までと何一つ変えることがないか 最初は地方自治体からスタート ントJとして定義し、これらを包含

もしれない。そのように考えると、 するが、市町村の範囲を超える大 する地域計画の制度体系を構築す

今回の改止をもっと前向きに捉え 都市圏等の地域lji位の取り組みや、 ることが考えられる。計画策定ま

るべきと思えてくる。 地減防災や温暖化対策に関わり市 での作業量が大きく増すとの懸念

戦略アセスを含む我が国固有の地 民に義務を課すような内容、国の があるなら、これを定期的な計画

域計画の制度 規制の特例や財政的措f貨を必要と 見直しとのセットで、言|薗の達成

具体的に考えよう。災害の多い する内容等を計画で定めることに 度評価と同時に行い、計画見直しに

我が困では、長期に亘る地域の防 なれば、同が計同制度の法的枠組 反映することも考えられよう。これ

災力向上や温暖化対策等は極めて みを再び検討する責務を負うこと らについて、現在、都市計画学会と

重要であり、それらを継続できる になる。防災や地球環境への長期 土木学会の有志によってデイテイ

安定した法的枠組みが必、要である。 で真剣な取り組みであればそれも Jレの制度設計が進められている。

そのような枠組みは英米仏独のい 当然といえよう。 今後のロードωマップ

ずれも大枠として長らく維持して 地域の防災力アセスと環境力アセ 地球温暖化対策における地域づ

いる。計画の中身は定期的に見直 スのビル卜イン くりの重要性は既に我が国の中長

されるが、地域づく りや社会資本 地域計画の目標には防災、環境、 期ロードマヅプでも示され、長期

の維持更新のためには安定した枠 活力、 生活の4つの方向が示され に亘り削減効果を持続するには、

組みも必要である。そこでまず幾 ることになり 、それら目標実現の 骨太の計画制度を速やかに設計す

つかの実行力ある地方自治体が、 手段が計画の中身として示される ることが必要とされている。構想

地域の持続性を総合的かつ戦略的 ことになる。様々なハードやソフ 段階のSEAは我が国の第1歩であ

に高めるための計阿評価の枠組 トの手段の実行によ って目標達成 ったが、今後の地域計聞の制度構

みを条例によ って確立し、市民に が可能であるのか、あるいは手段 築と歩調を合わせ、我が国独自の

分かり易く示すことが考えられる。 相互で効果の相殺や影響拡大のリ 持続性アセスを同時に制度化する

自治体が住民等と共に皆責任を持 スクはないのか等、計画アセスの ことが、我が園地域の防災力と環

って進める体古川乍りが急務である。 実施も必要と考えられる。たとえ 境力を高め、魅力ある地域を持続

言|画の法的枠組みづくりを自治体 ば、中心市街地への一極集中でコ 的かつ計画的に形成するために必

が出来るようになったことを、大き ンパクト化を図ることが都市災筈 須と考える。その場凌ぎの制度づ

なチャンスと考えてはどうだろう。 に対して防災カを弱めることにな くりにそろそろ終止符を打って、

地域の防災力と環境力との両者 らないか等の検討である。英国で 30年、 40年先を見据えた骨太の計

を埋没させないためにも、地域計 は環境社会経済に対する持続 画制度の構築を目指したいもので

蘭の目標には、今後も、防災、 環 性評価としてこれを制度化してい ある。このことを環境アセスメン

境 (温暖化合む)、生活 (社会 るが、我が闘では向然災害に対す トに関わる立場の方々はどのよう

文化)、活力(経済同際競争) るリスク評価が極めて重要と考え に思うだろうか。
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平成23年度

環境情報交換会
環涜省/国土交通省/経済産業省/農林水産省

開催報告

20日年10H19日に環境省、国t交通省と、11月9日に経済

産業省、段林水産省と環境情報交換会を開催した。

"'"̂ 園 療省は総合環度政策局環境影縛評価謀のよ同課

長補佐、佐藤主査、環境影響審査室の馬場室長補

佐にご出席いただき 「環境影響評価法の改正等について」

と題し、 2011年4月に成立ー公布された改正康境影響評価

法、風JJ発電に附すると/î項、 ~j克省予算等について話題

提供をいただいた。

環境影判i評価法は完全施行から10年を迎え、 「百十阿段

陪配峨舎の手続新設」、「原境保全措置等の報告件手続新設」

などの7lJi目が改正された。

配!越谷は、第I種事業での実施が義務付けられ、第2獄

事業は事業者の任意実施となる。 第21重~::/'(について白治

体が条例により配慮脊手続きを求めることは問題ない (法

にはtt，触しない) 。 報告舎については、事業段断 CCJ~中)

に講じる事後調脊等の報告公表が法により義務付けられ

るが、自治体が条例により頚似の事後報告等を引き続き求

めることは問題ない。これらの法改正にともない、)，1;-4<がJ

!J~羽の検討が進められており、その後、配慮者手続き に!副

する技術ガイドも作成予定とのことである。なお、今回の

法改jf.のうち、配慮件手続き及び報告書手続きは20日年4

月から、その他5瓜日は2012年4月から施行される。

また、風力発電については、環境影響評価法の対象事

業とすべく、政令改正を進める一方、改正法に準拠したア

セス手続きの先行的モデル事業や、アセスに活用できる基

礎情報のデータベース整備等、アセスの質を高め事業者の

負担を軽減するための予算を大幅増要求するなど重点的

体系的な取り掛lみが進められている。

波災関係については、震災復旧事業 (緊急電源設世)

について法第52条に基づきアセス手続きの適用が除外され

るものの、環境影轡の結小化等の適切な措置カ号'Jtめられる。

j点r:力安全庁が環境省の所管となることから放射能関

連についても話題が及ぴ、原J克省では、今は差し迫った線

組として除染や廃棄物処理に注JJしているものの、中長期

的には、放射能汚染に対応すべく環境法体系の全体見直し

10 

が行われるのではないか、との比通しが示された。

圏域齢、総合政策局側糊の稿欄附
t It 

大臣官房技術調査課の地下技術開発官にこ'出席い

ただき、凶士交通行政の環境政策について話題提供をいた

だいた。話題提供は、 「同土交通省の計画における環境政

策の位置付け」を紹介した後、「地球ì~暖化対策J 、「生物多

様性 自然共生施策の推進等j、「循原型社会の形成」とい

う大きな3つの分野における取り組みを制介し、結後に 「来

日本大震災への対応」について付加する形で行われた。

まず、 「国土交通省の古|阿における符境政策の位置付け」

について、同士交通省では、現一夜、新たな社会資本格備軍

点計画の検討が進められており、その中の1，1;本的な政策分

野 (案)にも環境の視占が位低付けられていることが紹介

された。また、図上交通省では環境行動計画を策定して、

環境の保全ー再生創造を国土突通行政の本来的使命とし

て明確に位置付け、同上交通行政のさまざまな局面で環境

負術の低減に努めていくこととしていることも紺介された。

これに引き続き、国土交通省の環境への取り踊lみが紹

介された。まず 「地凍温暖化対策Jに関して、 2009年の

わが凶の温室効果ガス排出量は、 C02換算で前年lt-5.6%

となっている。岡 t交通省においても、運輸分野 (自動車

tj1体対策 道路交通対策、環境負荷の小さい交通体系の構

築)や住宅ー建築物分野 (住宅建築物の省エネ対策)、

都市分野 (低炭素都市づくり (エコタウン)の推進)等で

さまざまな取り組みを進めている。

次に 「生物多様性自然共生施策の推進等」では、 2010

年10月に名古屋で開催された生物多機性条約第10同締約

国会議 (COPIO)において採択された 「愛知H標jや生物

多様性国家戦略2010の目指す自然共生社会の実現に向けて、

地域連携保全活動の促進や自然環境の保全fI}生 創出な

どの生物多様性の保全に資する取り掛lみを推進している。

さらに f循環瑚社会の形成」では、Jll設リサイクルを推

進するとともに、下水道における未草IJjIj資源エネルギーの

有効利用の促進やリサイクルポート施策等を推進している。

なお最後に 「束H本大震災への対応」として、今回の

J砧 可NEW、134Spring 2012 
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援災の経験を踏まえた取り組みについても、 言及があった。

これらの話題提供の後、環境影響評価への取り組みや、

法改正への対応などに関して、活発な意見交換が行われた。

置理司済摩禦省では原発対応で多くの人材 時間が布jか

… 一也晶畠 れている中、産業技術環境局環境指導室の石ヶ休

課長補佐、桜岸課長補佐、森川係貝にこ出席いただき、 「経

済産業省の環境保全政策」について話題提供をいただいた。

土捜汚染対策では、いまだに掘削除去が多く、汚染土

岐の不適正な処理による汚染の拡散も懸念されたことから、

2010{1'4)-Jに施行された改正 l峻汚染対策法では、 「臼主

的な調査で判明した土寝汚染を都道府県知事に申約した I~

で管理できる制度の創出J、 「灰按の分類化と必要な対策

の明確化J、「搬/11土漢の規制J等が規定された。これによ

り、計両的なl臣位置浄化の推進と掘削除去の規制強化が進

められる。これと並行して、原位鐙処理費の半減とブラウン

フィールドの価値問復を目指して、原位置処理重金属等上

壌汚染対策技術の開発がjffiめられているとのことである。

また、わが凶の環境技術について中凶を中心としたア

ジア展開にも力を入れられ、 2006年より日本と '1"凶で交

互に開催されている円中省エネルギ一 環境総合フォーラ

ムは、 2011年11月で6凶の開催にのぼる。このフォーラム

では毎年約1.000名の官民の代表が参加し、これまでに120

件の協力案件が調印されており、年を追って調印数が増

加していると のことである。これらの調印をもとに、

2010年代中頃には約3兆円規艇と予怨される下水汚泥処理

対策において実誠実験が進められるなど、事業化に向けた

推進や支援が行われているとのことである。

この話題提供をもとに、ベトナムを対象とした公害防

止に関する人材育成や海外の環境アセスメントをはじめ、

スマートグリッド、スマー l、コミュニティ、家庭でのスマ

ートメーターの導入における環境アセスメント技痛の活用

などについて意見交換地苛子われた。また、戦略的環境アセ

スメントに闘し、協会が整備を進めている生物多様性ポテ

ンシャルマップをGISと連動して評価する方法の試行など

についても質疑応答が行われた。

II 

圏林水産省は大臣宵房環境政策課地球環境問

の深瀬謀長補佐にご/11席いただき、 「原発問題の

農林水産業への影響と対策J、 「生物多線住地域連携促進

法のあらましJについて話題提供をいただいた。

術品第ー原発での事故発生以降、農林水産省では、同

民の健康を紘優先として、約定規制値に基づく食品の出荷

制限への支援、暫定許容他の設定による肥飼料の適正な使

用に向けた検査指導、民地土壌の放射性物質濃度分布調

査、水凹の作付け制限や収穫前後での検脊による米の安全

を確保する仕組みの構築など、 Q畜水産物を対象とした食

品の安全確保対策と今後の営民に向けた取り組み等が進め

られてきた。

Q地の除染については、初島県内での実~Îト試験を踏まえ、

地目やーI~壌の紋射性セシウム濃度により、反転耕、水によ

る土頃撹枠 除去、表土自1)り取り、闘化剤lをJTjいた5cm以

仁の表上自1)り取り等の技術適用の考え}jが拠示されたと

のことであった。また、住居等近隣の森体における除染に

ついては、実aiE試験の結果が、シミュ レーションで得られ

た傾向とおおむね一致しており、林縁から20m程度の範囲

での除染地境h果的効率的と考えられたとのことであった。

これらの良地土康、民帯水産物等の放射性物質調査及び農

地 森林に係る実証試験の結果は農林水産省のホームペー

ジで公表されている。

生物多様性地戚速携促進法 (2011年10月施行)では、

さまざまな立場の人々 NPOが市町村に活動計画集を提

案することで地域連携仏4令活動計画作成に参加できる。ま

た、計画作成プロセスで特例措置の手続きを行うことで、

自然公悶法等の許認可が不要となる場合もある。さらに、

地戚連批保全活動としては、生物多犠沼:の保全につながる

幅広い活動が対象になるとのことである。

これらの話題提供をもとに、除染や放射性物質調在の

モニタリングの動向、生物多様性地減速携保全活動計幽の

進捗状況、生態系の定量許制、生物多様性に閲するデータ

ベース整備等について質疑応答が行われた。

(レポーター三井共同建設コンサルタン卜 (株) 山崎崇)
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中部支部

自治体との情報交換会
開催日 2011年11月28日

開催報告
出席者.愛知県環境部環枇活動推進課課長補佐 小野俊之

三重県環境森林部水質改善室副室長浅沼利幸

中部支部では、愛知県、 三重県、岐阜県及び名占屋市の

環境アセスメント担当部省との情報交換会を開催し、各自

治体から~境アセス メ ン トの現状と課題に関する情報を提

供いただき、参加した会日との質疑応答を過してその内容

をより深めた。各自治体からの情報提供に先立ち、佐藤文

部長が円本原境アセスメント協会の活動慨況と2011年度取

点活動を紹介するとともに、協会が抱える会日数の減少や

認定資絡制度 (環境アセスメン ト士)の活用状況などの課

題を説明した。

愛知県からの情報提供では、アセス法と県条例によるア

セス審査案件の紹介、法アセスと条例アセスの手続きの違

いなど、県条例の特徴を解説さtL-7セス法改正を踏まえ

!~の環境審議会で検討している計両段階置晴判i (SEAの

導入、岡山草書手続きの義務化など) の検討、方法符の~約

書の作成と説明会の義務化、条例で定める事後調査手続き

の訟との整合、対象ll~業の見直し繍力発電所の追加) に

ついて概袈を説明いただいた。

三宅iTu?'からは、アセスの実施状況に加え、方法件段階で

の地域住民への説明会の条例化、生物多機性保護のための

環境保全知世(植物希少種の移植の是非など)、リプレー

ス事業で環境影響が従来より軽微となる場合のアセス簡素

化、A;:~"手事業の再アセスの必要性について検討状況を税

rYJいただいた。また、 =宅重県独向の取り繭lみである環境調

整システム (三重県版SEA)、新設工場等を設置する事業

者と市町村とで締結する環境保全協定に閲する公害，r~rlíj審

査の手続きも紹介いただいた。

岐市県からは、~~~におけるアセス条例制定の経線にIJIIえ、

条例のアセス対象事業が法と問機に第l鶴、首~2衝に灰分

された設定であるが、第2樋対象事業には住民広見をUHく

手続きがない付制lみになっているなど、法アセスとの違い

を解説いただいた。また、他yitではま焔l'll'%iでない事業 (電

気工作物の設IU)を県境付近で実施したアセス11'例の紹介

12 

厳阜県環境生活部環境管理課技術課長補佐居波慶春
名古屋市環境局地域環境立、傑部蹴環境対策課係長 II1瀬弘靖

(社)日本環境アセスメン ト協会 中部支部長佐蔵正次郎

や法改正を踏まえて対象事業や事業規模の凡l在しを検討し

ていることなどを説明いただいた。

名古屋市からは、実施状況、市条例の特徴に加え、名古

屋駅周辺開発にともなう複合影符の考え方、大気汚染観測

同データの適用の是非、大気短期-fiUgの必妥性.緑地の確

保に干IJmする樹種など、市の審査会で検討された鮫近のア

セスでの具体的な事例を説叩jいただいた。また、法改正に

ともない市制度として対応が必要な課題として、計画段階

配獄事項を記載した配慮t!?、}j法性要約件の義務付けなど

について市制度の現状と今後の方向性を解説いただいた。

各自治体とも、アセス法改正にともなう条例との整合を

肉りつつ、地域特性を踏まえ、より実効性のあるアセスメ

ント制度を目指して工夫されてお り、41当治体の制度の特

徴を一挙に比較し、理解できたことは有1主義であった。

各自治体から情報提供の後、 参加者からの質問に対して

各向治体が問答する形式の質疑応符を行った。アセスを行

う技術者の資絡制度において、環境アセスメン ト士や技術

士を取り入れるか、動植物重要極のf¥f.世をアセス件に表記

する際の考え)j、自然環境を調告する組織化された地元グ

ループが減少しており 、人材育成を含めたネ ットワークの

構築についてどう考えるか、 風力発電や地熱発電所の設置

の必要性を感じるが、 対象規棋の~;iを与えているか、小

規般開発での環j克配慮を推進するため、アセスの規慎要件

をFげ、アセス業務を増やしてほしいなどの質問に対し、

各自治体の考え方を回科していただき、活発な意見交換と

なった。

各自治体からは環境アセスメ ント上等の資絡制度を発注

要件に探用することや、アセスの規概要件を見直しアセス

業必を増加させることには存定的な回答をいただき、アセ

スに関与する者として若干寂~なUいに駆られたが、こう

した交流会を継続して行う必要性は大いに感じた。

(レポター 一般財団法人間酒妓術センター高情事蹟)
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北海道支部

自治体等意見交換会
第5回大成建設の生物多様性保全の取り組み
開催日 :2012年1月20日

開催報告

北海道支部では、北海道内の環境行政の現状と課題の把

鑑、環境アセスメントにl則わる技術者の持続的な技術向上

等をU的として向治体等との意比交換会を2∞7年度からl剤

{醒している。

今年度のn見交換会は、 従来の意見交換会とは少し趣向

を変えて、大成建設 (抹)環境本部環境計州都の高橋一目11

環境計画。アセスメント室長にご出席いただき、 「大成建

設の生物多様性保全の取り組み」と題して話題提供をいた

だいた。

話題は、 三L自然に恵まれた日本、主庄物多様性とは、 @注

物多律性条約と名古屋COPIO、τ世の中の動き企業の動き、

⑤大成建設が取り組んできたこと、 ⑤これからの企業の役

割についてで、実際に携わられた札幌ドーム建設に係る事

例なども交えて、分かりやすい話題侵供をいただいた。

・自然に恵まれた日本、生物多様性とは

日本は非常に豊かな自然環境を有しており、人は向然と

ともに生きてきた。生物多機性には、 ①生態系の多様性、

@灘の多様性、 ③遺伝子の多様性の3つのレベルがある。

方、 ①人r:u活動や開発による危機、②人IlU活動の縮小に

よる危機、 ③人IIUにより持ち込まれたものによる危機、 ④

地球温暖化による危機が進行しており、 生態系から人々が

得る恵みの多くは身近な一方で、非常に脆弱なものでもあ

ると感じる。

・生物多様性条約と名古屋COPlO

地球環境をめぐる動きとして、 2010年に行われたCOPIO

を中心に、名古k!議定{IF及び愛知ターゲットのポイントに

ついてお話しをいただいた。

・世の中の動き・企黛の動き

生物多様性に対する世の中のニーズは変化している。今

まではどちらかというと人工的で公閣のような緑地が求め

られてきたが、現存は都心でも自然皮の高い緑地を造りた

いとのニーズが高まりつつある。今後、生物多様性保全の

13 

ための法整備も進むことが下怨される中、企業側も地峻貢

献やビジネスチャ ンスの可能性が高まるとともに、将来的

には、生物多機性への配慮なしでは、国も企業も存続しな

くなるかもしれない。

.大成建設が取り組んできたとと

'1・物多様性を考える時、場所の地戚性や特殊性は非常に

!f('l¥'で、 将来の姿を捕さ、今どうするべきかを決めること

が重要とのことである。上地の特徴を活かすため、場を読

み解き、土地のもつ環境の特僚をよ く知り、その上で計画

にi[;かしていく 。その事例のーつの札幌ドーム建設では、

郎rli施設の整備と門然環境の整備・保全をliiJ時に進めるこ

とをJi針として、O:~類のUから見た緑地計両、 鳥類を指標

にした環境計画等についての紹介をいただいた。また、環

境を数学的に捉えて、緑化計I雨、エコア ァプを行った事例

等のこ涜明をいただいた。

大成建設における生物多機性への取り組みとしては、 ①

2011 {I' bI傑:生物多様性と大成建設との関わりを理解する

ための教育の推進、 ②12014年目標多様性が般かな生態系

の保令 ・創出の拡大、 ③12020年口標生物多様性保全 ・自l

/11効巣の把握と拡大展開を掲げている。

・これかうの企業の役割

今後、 企業が求められる役割として、 ①生物多様性に附

する調査、分析から設計、施工、検証のトータルコーディ

ネ -~ ， '2).里山再生、生態系評価などの生物多様性ビジネ

スなどがあげられた。

この意見交換会を通して、今後、個人 企業として、生

物多様性に取り組むべく方向性について、改めて考えさせ

られると ともに、 JEASにおいても、生物多様性に積極的

に取り組んでいくことの必要性を強〈感じた。

(レポ 夕 日本工営(紛 車護軍事曙)

)EA::. 1¥'王、:..1.}1 ~pring 2012 



環境アセスメント士紹介
このコーナーは‘応草された金園田環筑アセスメノト土を紹介しています(五+音順に掲載).

環境アセスメント士は信頼の証
生活環境部門 (2006年)・自然環境部門 (2007'手)

松嶋健太

私が勤務する株式会社建設技術研究

所は、 2013年に株式会村役立50周年を

迎える、総合建設コンサルタント企業

です五河川首|副、河川櫛造物の設計、道

路計岡、環境i澗査、 PFIなどの広い分

野を得意としています。

私が所属する地球環境センターでは、

題轟彊
相機南Ifの裡織な地形

(株)建設技術研究所
TEL.03・3668-0451
hnp:l/www.ctie.co.jp/ 

地I量減l硬化や再生可能エネルギーなど

のエネルギーInJ題、資源循環など、持

続可能な相会の構築に係る課題を扱っ

ています。純粋な環境問題と言うより

はもう少し広〈、まちづくり等も対象

にしています。

そのため、再'1'-可能エネルギーを導

入することによる経済的な側面や11会
的な側而からの評価も行っていますが、

そのような時も、環境影響評価で川い

る評価対象の設定や評価軸 基準の設

定の考え方を活かして社会経済面での

評価を行うようにしています。その点

では、環境影響評価に|到する技術を応

用することができ、環境アセスメン ト

士の資格はこのような観点でも有効な

のだと思っております。もう少し広い

側而で有効な資格だということが多く

の人に周知されると、環境アセスメン

ト上の地位も向上するのではないでし

環境アセスメント士は頼りになる

私の勤務先である株式会社東京久栄

(トウキョウキュウェイ)は、冷却用海

水の取肱水設備の設計、胞.Lを中核に、

環境アセスメント、 i梓城陸峨の調査

分析、水車E棋型実験や数値シミュレー

ション、各磁のメンテナンス業務を行う、

創業から半世紀を越える d老舗"の会

社です。

技術センターの環焼アセスメント士

(株)東京久栄
TEL.048・268-1600
http: ./www.kyuei.co.jp/ 

私は、入11して約8年間は、発電所

の冷却!日海水のJ収水設備設計や、その

設備に流入するクラゲ対策等の研究に

従Ljfしていました。その後、発電所の

環境アセスメント業務に従事し、総合

とりまとめを位当しています。

原J克アセスメン トの業務を担当して

驚いたのは、求められる知識の範闘が

相当に広い、ということです。各種法

令に、際海ー空 (大気)の調置予測、

実効性のある環境保全指世の検討。こ

れに事業特性が加わるなんて

l'."j芋とした}よがりに、舷催すら感じま

した。

日々夢中で業務をこなして5年ほど

経ち、ょうやく環境アセスメントの世

界が見えてきた頃、いl僚が次々と 「環

境アセスメント士」になりました。そ

ろそろ私もいけるかな、と実力試しに

受験のqlし込みをし、勉強を始めてみ
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ょうか。

さて、昨年度

は、 「環境アセ

スメント士 (生活!Q境部門)Jが入札

要件のーっとなった、鎌倉市の「名魅

クリーンセンター生活環境影響調企業務」

を・受1土することができ、 !Qt克アセスメ

ント 1:資申告を訴かすことができました。

この業務は、廃棄物焼却施設の基幹改

良に閲する生活環境影響調査を廃掃法

に基づき実施したものです。周辺を複

雑な地形に凶まれていることから地形

を害l直した大気環境のチ測モデルの使

用や、既設焼却炉が稼動しているとの

条件のもとで、湖作、予測 評価を行

うなど、現地の条件に応じた対応を行

いました。技術的な必付けのある環境

アセスメン ト上のような有資格者が実

施することで、顧客も安心するのでは

ないでしょうか。

生活環境部門(2007年)

米倉正美

ると、分かって

いると患ってい

た分野でも、白

分の知議にあちらこちら穴が聞いてい

ることに気が付きました。受験勉強を

通じて、自分の知織が整理され、不足

している箇所が補えたことは、非常に

有益でした。

環境アセスメント上になって4年経

ちますが、お客織に名刺をお渡しした

際に、 「へえ、 ~J.克アセス メ ント上と

いう資絡があるんだJと目われ、 まだ

まだ環境アセスメ ント士の知名度は高

くないということを感じます。

r~f芋とした環境アセスメントの世界

を、お符械に寄り添い対岸まで無事ご

案内し、 「環境アセスメン ト士は頼り

になるjとdってもらえるよう、環境

アセスメントの筏術にさらに磨きをか

けたいと思っています。
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2011年JEAS技術交流会

「口頭発表」及び「展示発表」

期日 2011年12月1日

昨年に引き続き、ルポール麹町にて第8阿技術交流会

が教育研修委員会及びセミナ一委員会共催で開催された。

本年度は57名が参加者L、熱心な"".比交換が行われた。

開会の挨拶は中外セ ミナー委只長、閉会の挨拶は新型

教育研修委員長によ り行われた。コメンテーターはjjij半

を滝口教育研修副委員長、後半を飯島セミ ナー副委員長

が担当した。

.発表

l口頭発表会社・団体]

本年度の円頭発表は、自然環境分野6件、生活環境分

野5件の発表が行われた。発表時間は質疑応答を含め20

分でパワーポイントや配布資科を川いて発表地苛了われた。

発点された会~I ゃ内容は、以 Fの10ft 、 I団体であった。

〔発表願) (株)環境総合テクノス fCCSモニタリングシ

ステムの開発」、(独)水産総合研究センター 「機焼けの現

状と修復策」、いであ(株)fコンピューターシミュレーシ

ヨン技術に関すること」、(株)建設技術研究所 fi可川にお

ける植生消長予測モデルの研究j、応用地質(抹)f災害

環境リスク情報のデータベース化とその活用」、清水建設

(株)fGPGPUの活用による超高速光環境シミュレーション

の開発」、東屯環境エンジニアリング(株)fPO悶 TSCOPE

を使った生態調査手法について」、(株)大林組「木片コン

クリートによる環境緑化技術J、ムラタ計iU~器サービス(株)

fPM2.5の成分分析についてj、(株)蕪村 「現地調査ソフ

ト エッグモパイルのこ'紹介」、東武タウンソラマチ(株)

「東jJ(スカイツ リータウンの事L炭素化に向けて」。

発表内容について、自然環境分野では、環境の現状や

環境調査をよりよくするために行っている各社の調夜技

術や技術ツール、得られた情報を以降の業務に活川する

ためのシミュレーションや開発モデル、技術や結果の集

積とその活JII方法ーなどが幅広 く紹介さtl.-聴講者からは、

白干lの調査への活用や解析への応用などの視点から、熱
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心な質問が出されていた。

また、牛1肯環境分野では、温暖化対策としてのC02の

最新の処理技術や緑化のための先端技術の開発状況、光

環境解析ツールを使った殻観シミュレーションの技術、

自然災害等のリスク情報のデータベース化とその利前用、

そして、いよいよ完成が1111近になった東京スカイツリー

とその周辺開発の状況などについて発表が行われた。特

に、完成が待たれている東京スカイツリータウンに|期す

る紹介については、聴講喜一の反応も大きく、交流会参加

者の期待の大きさがうかがわれた。

[展示発表会社・団体]

展示発表は、以下の計1:.2団体であった。 (株)環境

総合テクノス fCCSモニタリング技術開発の紹介」、

NPO法人野生生物調査協会 (株)地域環境計阿 「日本

のレッドデータ検'ポシステム・高機能自動保影カメラ」、

東電環境エンジニアリング(株) fpOINTSCOPE (ソー

ラー電源型画像伝送カメラ)の紹介」、(社)日本環境ア

セスメント協会。

円頭発表の合間に行われた展示発表は、約30分と短い

時間ではあったものの、各社の技術紹介とその期解のた

めに活発な質疑応答がなされていた。

.成果及び今後の課題に向けて

技術交流会は環境アセスメントに係わる最新の技術を

内外にPRする場であるとともに、技術を修得し、業務範

囲の拡大も目的に実施されているものである。本年度の

交流会は東日本大混災の影響もあり、昨年度に比べ参加

者が若干少なかったが、参加者同士の意見交換も活発に

行わtl.-所定の成栄をあげられたと考えている。

今後、継続してLI指さなければならない来日本の復興

とともに、技術交流会をさらに充実した内容で開催して

いきたいと考えている。

(レポーター (抹)理詰按術研究所野中俊文)
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風力発電施設にかかる

環境影響評価について

講師 環境省総合政策局環境影響高市面課課長補佐上回健二

期日 2011年12月7日

環境影轡辞価法の対象とすべき風)J発電施設の基本的

考え)j等について、 2011年6月に検討会報告書がまとめ

られた。検討会の事務局として報告件のとりまとめを担

当された環境省の上田謀長補佐にこ・講演いただいた。

対象規模はNEDOマニュアルなどを踏まえl万kWとさ

れた。一方、洋上風力発電施設は、現状の設置は隣地に

近いことから特別の鋭続安件は不要とのことであった。

対象範凶は、施設の稼働に加え、取付近路や土捨て場

を含めた、工事にともなう環境影響もH象とされている。

評価項目としては、従来から想定されている騒音低

胤t虫背Tfに、シャドー7リッカーが加えられ、 地域特性

に応じて効果的効率的に行うことが求められている。

調査については、動物植物生態系の肉季の情報収

集や側々の動植物の特性に応じた現地調査が求められて

いる。また、外来稀の他)iJを避けた地域在来の純物によ

る緑化などの原境保全対策等についても言及されている。

今後の課題としては、“生態系等の情報整備胎音等の

影響を回避低減する技術開発"、 “沖合i干上発電施設の

取り扱いへの対応"があげられている。一方、“工事時期

の巣なる隣接事業の扱い¥“風力発電施設の撤去の髭響"、

“送7岱線の取り扱い"のように対応には法改正がともなう

ものもある。

これら検討会報告書の公表の後、2OU'1'l1月に風力発

電所を対象事業に追加する改正政令が公布され、 2012Sf

10月に施行される。一方、この政令改正は、風力発電の

拡大の妨げになるとの意見がある。

講演冒頭で上回課長補佐が述べられた 「質の高い7セ

スの実施により、風)J発電が社会に認められ、受け入れ

られる」という発言は印象深く、アセス手続きの円滑な

推進のためには、科学的艇拠に"11った予測 ・評価手法の

確立や自然~境情報の公開などの必:2.!:性をあらためて感

じた。 (レポーター 清水建設(韓) 米山佳神)
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鳥類等に関する風力発電施設
立地適正化のための手引きについて

講師環境省自然環境局野生生物諜課長補佐山崎進

期日 2011年12月7日

風力発電施設におけるパードストライタにかかる環境

影轡評価のための子引きとして、環境省から2011年1月

に rx~要員等に閲する風力発電施設立地適正化のための手

引きJが公表された。本セミナーでは、問手引きの内符

についてご講演いただいた。

風)J発電は、再生可能エネルギーとして導入促進が期

侍されている一)j、バードス トライタに対応する手法等

が型車備されておらず、設置の適否判断を遅らせる~凶と

なっている。手引きでは風力発電の推進と白然環境の保

全の両立を目的として、百|画段階から鳥類等への影響を

低減できるよう、各種知l見 資料、防止策等をとりまと

めている。

手引きでは、環境影響討イ~実施のポイントが示されて

いる。候補地の選定 (絞り込み)については、候補地の

選定段階から既存文献等の収集 整理を行い、保護仁盛

安なl豆岐、渡りの経路等の配慮すべき重要な地域、衝突

リスクの高い地形等、計画地の特性を配慮した上で候補

地を決定する必要がある。調査手法の選定については、

調査手法選定マト リク ス表が示され、 対象事業実施区域

の特性等に合わせた調査項目ー手法の選定を行う必要が

あるとしている。衝突リスク解析については、定量的な

調査を行うことが望ましいとし、衝突確率モデルや飛湖

ポテンシャJレマ ップ等の衝突リスク解析手法を紹介して

いる。保全措置の検討については、さまざまな保全措置

の例をあげているが、 F測精度には不確実性があること

から、事後調査の重要性についても示されている。

風力発電施設におけるバー ドストライタにかかる環境

影轡評価の現状において、実態把鍵や保全 措置の検証の

ための事例不足が大きな課題の 一つであると感じた。事

後調査の実施等、胤力発電にかかる環境影響評価の今後

の動向に注円していきたい。

(レポーター 日本エヌユーエス(樟) 桂康志士)
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「環境未来都市」への取り組み
開会挨拶として、土木学会環境システム委員会の原沢委員長から、2010年6月に閣議決定された新成長戦略の一

つである f環境未来都市Jの現状と今後の展開について、各講師から講演をいただくとの紹介があった。

期日 2012年1月18日

1.環繍未来都市への期待

議師筑浪人学Jに学院システム情報系社会J:宇域教授布聞東4と

円本の低炭素社会への挑戦について、 2050{fまでに

C02排出毘;を80%削減することが非常に高い目標である

ことを、 1990{le比41%の水準であった1965年当時の社会

経済状況を例として説明された。また、欧米と日本の社

会資本投資の比較や英国でのシニアカーによる炎通戦時

や地域経済戦略を紹介する中で、日本が環境未来都市を

実現していくためには、概念閃ではなしどう社会に笑

袋していくのかという具体的なロードマ ップと明確な法

的位置付け地も庄、要であるとの課題が示された。

2.環焼都市でのクリーンイノベーションの展開

混血6自止現壇町筋商域協市システム研究プログラム縦E車凹 il

2ω8年から13冊i市で展開されている 「環境モデル都市」

は、意欲的で横断的独創的な取り組みがなされ、革新

的な意義があると思う。さらに 「環境未来都市」では、

地球温暖化への対応など「環境制約」下で経済成長や扇

川拡大を進めるために、 m境価値を内部化する{J組みを

つくることが求められている。環境と社会経済を街区

地域都市で実現していくためには、住民 NPO間体

企業 行政などによる自立的な連携体制を情築する必躍

があると考えた。

3. r環境未来都市H書想について

諌傾 向附官房地域活性化統合事輯局害事官 k滝日干

環境未来都市のコンセプトは、 「環境ー超高齢化対応

等に向けた、人間中心の新たな価値を創造する都市Jで

ある。超高申告化傾向という点で日本は世界的に先んじて

おり、将来のアジア諸凶への波及効果を期待したい。環

境未米都市の公募に対して、束日本大震災の被災地6件を

含む30件の挺裟があり、 11件が選定された。これまでに

ない、推進組織や支援のあり方、特灰や法改正による実

施地ちkめられている。(レポーター国陣凪草(株) 荒111 仁)
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4 北九州市の環境未来都市得惣

講師 jt:;Jt.州市環境局環境車楽師市担当理事怯闘世和

北九州市がかつて深刻な公害を刻'1Ilしてきた事実は、

多くの人の知るところである。本講和Tは、このプロセス

をやり遂げてきた人々の"誇り"が感じられる講演だった。

私たちは未来に向けて“持続"J能な発展"という、容易

でない課題に取り組んでいて、 「環境未来都市」も “絵

空事"であってはならない。

“自分たちの地岐を理解しているか"との白IHJは 「環

境未来都市」を実現する上で大変革裂なキーワー ドにな

る。地域の強みとして何があるのか。"おもちより"や

“おすそわけ"といった、地成にもともとある技術や組

織を活用することでまわしていける可能性がある。

「乗り捨て自陶のレンタサイクルJには「安全な道路

締造J が必要なように、'~.に・エネルギー"の問題とし

てではなく、その人の暮らしがどのように変わっていき、

それが世の中の幸せに繋がっていくかをイメージするこ

とこそ「社会実装」の本質なのだと理解できた。

5環場未来都市への取り組み

~再生可能エネルギーと空間情報活用の視点かう~

講師.国際航業(昧}東日本事章本部第一ー控布部RE事案推進部長船幅学

空中写真や各種の統計データが、再生可能エネルギー

を導入するうえでの障害や効率的な運用のポイント 運

用効果などを客観的に解析するための基礎情報となるこ

とを分かりやすく解説していただいた。

岡千西の事例はまさに、震災復興に沿った今後の新た

なまちづくりのモデルとなるものであろう。

ただ総合討論で回答されていたように、発電事業自体

が地域の雇川を生むものではなく、再生可能エネルギー

を活用することで地元にどのようなメ リットがあるのかを、

明確にイメージすることが大事だと感じた。

(レポーター (株)パスコ 早版篭兜)
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札幌近郊のエゾシカの

生息実態について

講師 酪農学園大学環境システム学部生命環境科ヰ教捜事坂猛

2011年11月11日

200万人もの人が住む札幌市。その中心部の住宅街に、

エゾシカが突如現れ、北海道のニュースを賑わせたこと

は記憶に新しい。このように、都市部に下りてきたシカ

のことを 『アーパン ディ 7jと時び、向然環境や人聞

社会との関係性に作目が集まっている。

札幌近郊には、道東地方や円両地方ほど多くのエゾシ

カが生息しているわけではない。しかしながら、札幌近

郊におけるエゾシカの個体数は増加傾向にあり、最近で

は野幌森体公園においても頻繁に確認されるなど、例体

数噌加とともに分布域の拡大も加速している。

エゾシカの爆発的な期加は、良作物被害や植生破岐、

人との接触による事故など、白然~~尭と人間tl 会に大き

な影特を与える可能性がある。このような問題を未然に

防ぐには、まず現状を把射し、次に迅速かつ適正な保護

管理を行うことが重要である。

札幌近郊の野幌森峠公凶と北広島市では、階段学園大

学の学生によるエゾシカの側体数ー分布域調千Eが継続的

に実施されている。この調在は、ライトセンサスと痕跡調

査によるものであり、エゾシカの例体数や分布域を把饗

するー般的な手法である。これらの調査によると、野幌森

林公闘では、ほぽ全域がエゾシカの利Jfl域になっている

ことが確認され、 2010年現在の生息数は、 2.2頭/IOkm

と推定された。この推定't，g数は、 2008年度から徐々に

増加しているため、今後もさらに吻加していくものと考

えられた。北広島市でも野腕森林公園と同様に、 2008年

度から徐々に期加していること坤叩色認されており、 2010

年現在の生息数は、 15.0顕/lOkmと推定された。

エゾシカの地加は、人里離れた山の中だけの問題では

ない。札幌近郊におけるエゾシカの増加や 『アーパン

デイ 7jの出現からも分かるとおり、今後のワイルドラ

イフ マネージメントの強化が急I，，fnとなっている。

(レポーター (繰)地壇環境計画払咽和樹)
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エゾシカ被害の現状と

対策について

主幹 g'-;t直憧

道内ではエゾシカ個体数の地加のため、農林業被害や

ロードキル等、それにともなう多くの問題が発生してい

る。本講演では、最近北海道に設置されたエゾシカ対策

室の':iii-主直倫T幹より、その現状と北海道における取り

組み、五!品題について紹介された。

エゾシカによる農林業被害は一時減少したものの、近

年は再び増加に転じている。また、エゾシカが関係する

交通事政も桶加傾向にあるほか、高山植物の食害等によ

る'1'態系への影響も懸念されている。

そこで、北海道では、 「エゾシカ保護管理計画」を策

定し、主に個体数管理のための捕獲を実施している。

2010年の捕獲頭数は過去最高の約IJJJ頭となっている。

しかし、エゾシカは推定で年間約13万頭が期加lしている

と見られるため、保護管理吉|阿で円標とする水準にする

ためには、年間約1m顕を捕獲、駆除していく必要がある。

エゾシカの制i鍵に係る緊急対策の取り組み内容としては、

市町村の右寄駆除による捕型車数の噌加、越冬地の一斉捕獲、

狩係支援による捕獲数の増加、専門家による捕獲体制の

整備があげられる。

近年では、ハンターの年齢も尚齢化しているため、狩

猟免許の取得支援は、捕獲数増加に1;'1け一定の効果があ

ると考えられる。また、 駆除後処分するエゾシカを 部

食肉加工等とし、有効活用するという試みもある。これ

に閲しては、資源の有効活用という点では良いと考えるが、

流通の整備等も必要となるなど、現状のままでは課題も

あると感じられた。

段後に、現在のエゾシカ対策の課題として、法改正の

必'l!:性、都道府県への財政支援、有効活用の促進が述べ

られた。 いずれもエゾンカの例体教を適正な水準に維持

するためには対策が必要である。今後の課題の解決に期

待したい。

(レポーター (綜)ドーコン 谷崎菱自記)
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(1)再生可能エネルギー政策と市場・技術の動向
講師 (財)電力中央研究所社会経済研究所主任研究員 朝野賢司

(2)低線量放射線による健康影響
講師大阪府立大学大学院理学系研究科生物科学専攻教揮児玉靖司

(3)環境影響評価法の改正と今後の協会の取り組みについて
講師 (社)日本環境アセスメント協会会長梶谷修

期日 2011年12月日日

1再生可能エネルギー政策と市場・按術の動向

原チ力に替わるエネルギーi障として再生可能エネルギ

ーへの転換が期待されている一万、太陽光や}i;¥:力発電な

どの導入には、発電コストや不安定性、規制や大規校川

地の確保といったデメリ ットもあり、直ちに原子力発屯

の全廃は難しい現状にあることを理解した。2012{P月1

日より 「固定価絡買取制度Jが開始され、事業者平家庭

における再生可能エネルギーの導入促進が期待されてい

る。一方で、導入最が期えると、電力会社の買収費}叫が'tli

気科金の値上げに反映されるため、買取制度の維持が困

難になる務とし穴があるという話題は、最適な制度の構

築や政策決定の難しさを感じた。また、欧州では闘定価

絡11取制度の縮小で今後の設備導入の停滞が予想されて

いる。今後、世界中の太陽光発電の在庫が日本に集まり、

太陽光発電の短期的な導入が大きく進むことが予想され

る、という説明は印象的であった。

環境や安全性の側而では優良なエネルギー源であるが、

電気料金の値上げが家挺や事業者へもたらす経済的m失

なども踏まえて、さまざまな側lfiiから泣l悼のベスト ミッ

クスを考えることが重要だとあらためて実感した。

2. fa;線量放射線による健康影響

放射線の定義や種類、放射線によるDNAUI傷や遺伝子

の突然変巽といった人体に影轡を与えるメカニズムにつ

いて、イラスト等を交えた分かりやすい説明であった。

「どのくらいの放射線量がと'の程度健康に影響を及ぽ

すのか」、という全国民の関心が高いテー7については、

チェルノプイリ原発事故や福品原発事故の事例をもとに、

具体的に解説いただいた。政射線による人体への影響に

は 「確定的影響」と 「確率的影響jの2:1量類があり、1"1内
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障の発生率などに影響を与える確定的影響は、福島での

!反発事故以降の浪度レベルでは影響がない。ー方で、発

がん性に影響する雌率的影特はしきい線1止が存荘しない

ため、影響がゼロではないが、がんの相対リスクで考え

た場合には、喫煙や大祉飲酒にも被曝と同等のリスクが

あるとの話を附き、 H々 の生活からも健康について注意

すべきだと実感した。また、思春期以下の子どもへのリス

クが高いということから、子どもの被曝については特に

注意が必要だと感じた。放射線や被曝に関する話題はテ

レピや新聞等で多くの情報があふれでいるが、誤った認

識によ り過剰な不安を持つことがないよう、正しい期解

を身につけて対処することの重要性をあらためて実感したo

a環境影響評価法の改正と今後の協会の取り組みにつ

いて

環境量生特評価法改正のポイン トとして、井J象事楽の追加、

百十両段階配忠告の手続きの新設、方法舎における説明会

開催の義務化、電子縦覧の義務化などが盛り込まれるこ

とが示され、社会情勢の変化を踏まえた改正内容である

という印象を受けた。同時に、環境アセスメントに従半

するコンサルタントとして、これらの改正に迅速な対応

が求められ、今から準備しておくことが1Ii:'t'だと実感し

た。講演の後半は、協会の活動成果と今後の取り組みに

ついての説明lであった。協会の研究部会において、生物

多様性の保全や地球j且暖化対策といったテーマに積極的

に取り組まれていることを知り、今後の研究開発の動向が

注Hされる内容であった。また、協会の中期計画20日に掲

げられた iJEASの魅力upJに対して、会員企業の社員と

して、協会活動へ積極的に参加していきたいと感じた。

(レポタ いで高 (樟) 池ノ谷直樹)
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-同町

韓国環境影響評価協会との交流会

期日 2011年11月25日

1 はじめに

2008年度からホーム&アウェイ方式で開始した当協会

と斡戸lの環境影轡評価協会 (KAEIA)との交流会も今回

で4回目を数え、今年度は日本での閉俄となった。これま

でもJEASニュース第126号の特集 「緯凶の環境アセスメ

ント事情Jなどで紹介されているが、 KAEIAは韓国にお

けるアセス書作成の代行業者からなる組織で、 100社ほど

の会員がいる。協会の活動は、人材育成、海外交流など、

わがJEASと同様な活動を行っており、当協会に近しい組

織と考えてよいであろう。

今阿の交流会では、海外交流グループ長の稲見氏が司

会役となり、 従谷'JEAS会長、西村副会長のほか2名の理事、

海外交流グループ委員4名に加え、研究部会メンバー2名

が参加lして、研究部会活動の状況や成果を説明した。範

囲側の山席者は、 字文亨会長、特兄網目l会長など前101税

同でお会いしたメンバーのほか、今l両lの議題に合わせ、

教育委H長と広報委日長ら総勢8名での来円となった。約

2時間の短い時間ではあったが、交流を重ねるごとに、活

発な意見が交換され、 率直にお互いの聞の環境事情を理

解し、課題や情報を交換する有意義な会議となった。

首
樟園環境影醤評価協会の訪日固とJEASメンバー

2.環焼影響評価制度の動向に関する情報交換

今回の交流会では、まずホス ト図の円本側より、日本

の康境影轡評価法の改正内容と、それに関連して今阿改

正の目玉の一つであるSEAについて、リニア アセスの
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事例を海外交流グループの松永委日より説明した。これ

に対して韓国側から、純国における環境影響評価の動1")

についてご説明をいただいた。韓国においても、2011年I

Mに環境影響評価法が改正され、法体系の合理化や静悩

委員会の統合等による現行制度の是正が図られているこ

となどをご説明いただいた。この中で、住民意見の反映

や情報公聞の観点では、環境影稗罪判困の対象事業におい

て民意を反映させ、その結果を公開することなど、日本

などの諸外国の制度にならい、より民l'的な制度として

定訴させるための内容が盛り込まれている。

一方、環境影響評価に関する資格制度に関しては、わ

れわれも参考にすべきことと思われるが、韓凶の r~境

影響評価士J制度の定着に向けた動きが、日本のそれよ

りも顕搾であることが判明した。これまでは民間資絡で

あった掠記資格が同家資格として認定され、 201!t年には

アセスを実施するための必要資格となる模様で、朴敏大

教育委員長は、質疑応答の中で、 「日本との明らかな速

いは、緯同の資絡が困家資格である点ではないか。Jと

唯刀i直入に回答さIh非常tこ誕得力のある発言と感じた。

JEASメンバーからも、健国の資絡試験の詳細について活

発な質疑があり、朴氏より明快に副答をいただいた。

このほか、環境影響評価制度に関する共通の関心事と

しては、韓同の法改正で、自然生態系調査業務を新たに

業務分野に追加し、その専門家を確保していく方針や、

温宅効巣ガスJJl阿に関しては、アセス対象を5分野から

全分野へ拡大していく方針が示されている。 また、 ill築

物の環境影響評価も20Jim'以上の建築物が新たに図の法

アセスの対象となる計画であるとの誕l珂があった。以上

のことを鍍みると、韓凶も日本もお互いに同じような環

境部組の解決にl白jかつて環境影轡評価や協会活動を行っ

ており、 JEASにとっても、東ア ジアの同志として強力な

パートナーとなり うることを実感させる交流会となった。
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なお、提供された韓同の参考統計資料では、 「ヰl前環境

性検討 (戦略環境言1曲DJの実施件数は、年平1"5)5.300件で

あり、~)t\t熔許制iは、 E棚年は合計約3001牛であったが、

2010年は経済事情で禁干減少した棋様である。

3環噴影響評価妓術の研究状況と成果について

JEASの研究部会からは、佐々木部会長による研究部会

の研究状況についての説明後、 ①政策謀題研究としての

SEA (佐々木部会長)、Z新技術研究と しての温室効果

ガス (小掘副委員長)、T自然環境影特評価技法研究と

しての生物多機性ポテンシャルマップ (矢代委員)につ

いてプレゼンを行った。韓国サイドからは、まさに温室

効操ガスにl射する研究を行っていると ころであり、お互

いの研究成果を交換したいとの要望があり 、レポートの

交換を行うこととなったほか、ポテンシャルマップにつ

いては精度の問題等の質疑があり、 当該研究分野につい

ての関心の深さがうかがわれた。余談であるが、質疑の

冒頭で、 rJEASの研究部会は活動7~が少なく参加者の自

発的努力により運包'されているが、それでも各委員とも

まじめにやっています。」との説明に対し、 「韓国もそ

うですよ。」 との|旦l答に笑いが起こり、会議の雰囲気が

一気に和やかになった。

4.2018年の詩国「平昌」冬季オリンピック

交流会の最後の話題として、事前にH本からお願いし

ていた平品 (ピョンチャン)オリンピックについての情

報交換を行った。先方からは、 プレゼンと関連資科をご

提供いただいたが、滑降競技などの開催予定地は 「森林

保存地峨」にあり、大きな議論を呼びそうだとのこと。

協議施設やアクセス道路の完成には、あまり時間的な余

裕があるわけではなく、現也、 言f-.'1.オリンピック支援法

案を国会審議 (これまでも、 韓凶ではユニパーシアード

大会などで、特別立法して処思したようである)しており、

U本の札幌や長野のオリンピ ァクでの経験には非常に興
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味があるように思われた。l税措年の長野オリンピ ァクで

も同様の論議があり、その経験と解決策について、海外

交流グループの瀬円委員があらかじめプレゼン資料を用

IEし、交流会はー柄確り上がりをみせた。説明では、 長

野オリンピ ックの滑降コースの一部にも、凶立公園第 l

積特別地域があったため、苦肉の解決策としてそこを競

技者にジャ ンプさせたことや、札幌オリンピ ヅクでは、

競技終了後の植生復JCに苦労したなどの当時の経験が披

露され、他にもノウハウが沢111あったはずであろうこ と

を皆が智、像することとなった。キ畠オリンピァクの計画

地には、よ完成の高l次施設や道路があり、長野オリ ンピ

ックでの環境影特評価の経験が平呂でも生かせるのでは

ないか、生かすべきだという ことは参加者全貝が感じた

に違いない。

-虫"--

2018年の宰季五輪開催地弱国平昌(ピョンチャン)

5 まとめ

今回の交流会も、日韓両国の環境影轡評価の制度や

技術、資格制度や時事の話題としての韓凶冬季五輪など、

短時間にもかかわらず、盛りだくさんの意見交換を行う

ことができた。円韓交流の述携の糸が、回を重ねるごと

に強くなってきていることを実感し、更なる展開が期待

される。次回は来年度の秋頃、韓国への訪問の年である。

海外交流グループでは、韓凶冬季オリンピ ック開催地へ

の訪問や、更なるアジア各Fいの父流展開を検討している。

最後に、今回の訪日に際し、友好的かっ只挙に対応し

ていただいたKAElAとプレゼンや意見交換をいただいた

JEASメンバーに、誌面を借りて心から感謝の怠を巾L上

け'る。 [レポタ (株)三菱地所設計玉木 隆夫)

1仙l\1::\\;~ 134 ~pring 1012 
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昨年度に引き続き、環境アセスメント業務等の売上額、従業員数、資格保有状況等の

現状及び協会活動に関する会員の意向等について調査を実施した。アンケートの回収率

は78.4%であった。

(1)会員の地域分布及び業種区分

会H数は2012年lfJ現1E171法人であり、昨年度同時期j

より 13法人減少している。

会Hの分布は凶束 (54.4%)が過半数を占め、次いで東

海及び九州 沖縄 (10.5%)、近畿 (6.4%)、中国 (5.8%)

であり、北海道、東北、北陸、甲信位は2-4%となって

いる。また、四国の会只はI法人と少ない。

会民の業樹互分は、結も多いのが時門サービス来」 自主

設コンサルタント業、測量業等)の62%、次いで「その他

事業サービス業J(環境測定・分析業等)26%であり、この

2業磁で90%近くを占める。そのほか 「総合工事業」、「学

術・研究開発機関J(シンヲタンク等)、「情報サービス業」及

び「その他Jの業績で構成されている。会員の業種は、

環境アセスメントに関係する多様な業般によって構成さ

れていることが大きな特徴であり、その特徴を活動に前

かすことが求められている。

(2)潰境アセスメント及び環焼関連業務の売上

実績ベースでみると、環境部門の2010年度の光上は、

117社合計で887.5低円である(衣 1)。環境部門の死 t

を阿答本で曹l戻し会日全体の値を推定すると、 2008年度

1.860低円、 2009年度1.l10億円、 2010年度1.300億1'1とな

り、 2010年度の売上智iは2009年度よりは:b下の増加がみ

られる。

外注uは、 2010年度では84社合計で198.7億I'J、平均

で2.37億円となっており、 I社平均では過去3年間で峠λ

となっている(表-2)。また、売上に対する外注u率は31

%であり、外注依存度は増加している。

・重ー1111境部門田売上

(3)環鏡関連部門にかかわる従業員経験年数

環境|馳業務に飴Jlする従業貝数を経膨ド翻リに集計し、

表-3に不した。

環境関連業務従事従業只数を経験年数別にみると、

2010年度の1干l苧均の従業貝数は53.1人で、経験年数5年

未満9.4人、 5"lo-13年未満13.0入、 13年以上30.7人となっ

ており、経験豊富な技術者の割合が肢も多い。この傾向

は例年同様であり、比方によっては妓術者の高齢化が進

んでいるともいえる。

(4)環境アセスメン卜士、技術士等資格保有状況

環境アセスメント上、技術士及ぴ技術士捕の3資格につ

いて、経験年数別に保有者数を集計し、表-4に示した。

2010年度の1キ|平均の資絡保有者数は、環境アセスメン

ト U.9人、技持に上11.2入、技~r士補6.9人であり、環境アセ

スメン ト士が最も少ない結果となっている。資格保有者ー

を経験年数別にみると、環境アセスメント士、技術 l、

投持I土補ともに経験年数13年以 1"，が肢も多くなっている。

(5)従業員の出身学部

従業uの111身学部は、て学系、理学系、農学系、水産

学系が圧倒的に多い。環境アセスメントを実施するため

には牛一活環境部門、自然濠境部門の両}jの専門家を必裂

とすることから、例年ほほ同様の傾向がみられる。また、

環境アセスメントの手続きにはマネージメント能力と広

範な知議が必要とされることから、理工学系に限らず文

科系出身者も従事しており、政治、経済、社会学系等出

身者を採用している企業も2割近くを占めている。

(6)協会活動への評価

協会活動に対する評価では、「非常に

よくやっているJIOQ
Q (昨年度11%)、「よ

くやっているJ47"o(昨年度56%)と6割

近くがおおむね肯定的意見を示している。

しかし、この割合はわずかではあるカ6ド々

減少しており、協会活動に対する評価が

やや下降線をたと・っていることを認識し

ておく必要がある。
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-表-4
「一一一

アセス士環境アセスメノ卜士

協会に対し希望する活動としては、アセス法改正、事

後調査の実施事例等タイムリーな話題を取り上げた公開

セミナーの開fIj， (地方での開催含む)、アセス関連業務

の拡大に向けた政策提言‘原境アセスメント Ic資格t活用

の促進、環境アセスメント学会等他団体との交流 連携

の促進等があげられた。

(7)箇会活動に対する意見

協会活動に対する自由意見の概要は以下のとおりであり、

例年ほ1:1'同様の意見が述べられている。

Q)I也}j会μに対するサーピスを充実してほしい。セミナ

ーについても地方開催の阿数を地やし、前都圏との格

差を是正してほしい。

②環境アセスメント士の活川について、資格要件として

の位置付け、-11会的地位の向上、財政基盤の安定化、

試験の地方開催、受験者府の範阻拡大等について検討

してほしし」

@-一般社同法人への移行にともない、協会の今後の方向

性を見直す必袋があると目、われる。

④他同体との協力関係を構築ー推進し、ボーダー領域の

業務開発を考えていく必要がある。

⑤会貝数の低減傾向に歯止めをかけるための}j策を考え

てほしい。たとえば、環境アセスメント業務が利益を

確保できる業務となるよう凶や自治体等への働きかけ

等が考えられる。

定期アンケートで会員からi寄せられたご意見等につい

てはその内容について十分に検討し、今後の協会活動に

反映していく必要がある。

最後に、定期アンケートにこ1品}Jいただいた皆さまに

心よりお礼を申し上げます。 町一1
23 

JEAS資楠・教育センター便り

1. r環境アセスメント士J認定資格試験について

平成23年度「環境アセスメント士」認定資格試

験は、昨年の11月23日 (水 ・祝)に札幌、東京、

大阪、福岡、沖縄の5会場で行われました。本年2

月1日 (水)には合格者の発表が行われ、 30名の方

が合格されました。

-平成23年度「環境アセスメント土j認定資格試験結果

53 

24 

44 

15 

30 

62.5% 

68.2% 

資格試験に合格され、資格登録手続きをされた方

には、 「環境アセスメン卜士Jの登録証か支付され

ました。これで本年4月現在「環境アセスメント士」

は、総勢で約450名となり、全国での活躍が期待さ

れます。

平成24年度資格試験は、 11月23日(金・祝日)に

実施予定で、 7月2日(月)には「受験の手引き」を

ホムベ ジに掲載し、 7月17日 (火)から受験申

し込みの受け付けを開始しますので、多くの方々の

受験をお待ちしております。

E 資格の更新について

本認定資格制度は創設後8年目に入り、 5年毎の

資格更新が昨年度から始まりました。今年度は平成

18年度資格登録者が資格更新の対象者となります。

なお、昨年度の資格更新手続きが未手続きの方もお

られますので、CPD単位の取得に努められ、資格更

新手続きをされますようお願い致します。

(頑格教育センタ事務局)

IEi、S;>;'E¥'(弓 ljlSpring 2012 
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~t:l寄進支邸

ー rt1晶凶孟孟・・E温
2011年11月11日(金)

(1 )札幌近郊のエソシカの生息実態に

ついて

. ，幽ム函~昌司・・ー

酪農学園大学環境システム学部

生 命 環 境 学 科 教 授 赤坂猛

(2)エゾシカ被害の現状と対策につい

て
北海道環境生活部環境局工ゾシカ対策室

捕獲対策ゲループ主幹宮津直倫

関西支部

、 ~ .ÞL.~ 可持r一一一一一一一-
a.tiU=[可抗ト l'_ . ~， =，j .l j i1 1，争~i r: r~T言 .t卓 司園

2011年12月7日(水)

(1 )風力発電施般にかかる環境彫嘗静

偏について
環境省総合政策局環境影響評価課

課長補佐上田健二

(2)鳥観縛に関する風力発電施股立地

適正化のための手引きについて
環境省自然環境局野生生物課

課長補佐山崎進

- m回開ょ '~.iCII・5革忌:i:~這 : 1"'" 日・

2012年1月18日(水)

「環績未来郷市Jへの取り組み

(1 )環績未来都市への期待

筑波大学大学院システム情報系社会工学域

救援・「環境未来都市JI構想有識者検討会
委員石田東生

(2)環寝綿布でのグリーンイノベーシ

ョンの贋開

国立環焼研究所環焼都市システム研究プロ
ゲラム総括・東洋大学特任教綬・「環境未来
都市」禍想有織者績討会委員藤田壮

(3) r環寝未来郵市J織懇について

内閣官房地縁活性化統合事務局参事官
大滝昌平

(4)北九州市の環寝未来都市繍想

北九州市環境局環境未来都市担当理事
松岡俊和

(5)環境宋来綿布への限り組み~再生

可能エネルギーと空間 情報活用の視点

から~
国際航業(株)東B本事業本萄第一豊t術部

RE事業推進部長船需学

研修郁会

岩盤監
2011年11月12日(土)、13日(日)

け}アセスって何?
JEAS研修部会長高山

(2)市民活動とアセスメント!
筑渡大学大学院人間総合科学研究科准教慢

環境アセスメント学会理事 吉田正人

(3)アセスの現場を体感しよう!

「埼玉県環寝董偏セン宮ー(廃棄物.

終処分場).彰の園資源循環工場‘ホン

ダ寄属新工場ピオトープJ
JEAS教育研修委員

(4)アセス図書を鰐もう!

JEAS教育 研修委員林邦能
いであ(株) 黒川忠之

JEAS教育研修委員小林真人
JEAS教育研修委員小栗太郎

(5)アセスのこれからを知ろう'
法政大学社会学部教授

環境7セスメント学会理事 田中 充

登

2011年12月9日(金)

(1 )再生可能エネルギー政策と市場・

按術の動向
(財)電力中央研究所社会経済研究所

主任研究員朝野賢司

(2)低線量敏射線による健康彫響

大阪府立大学大学院理学系研究科
生物科学専攻教綬児玉靖司

(3) 環嫌~響僻価i去の改正と今後の協

会の取り組みについて
(社)日本環境アセスメント協会会長

黒崎鏑介

修梶谷

(6)アセスと関わろう!
五:JEASコミュニケーションワーキンダ委員

尾上健治

元JEASコミュニケションワ キンダ委員
吉田俊幸

元斗EASコミュニケーションワ キンデ委員

折原輝彦

元JEASコミュニケーションワーキンデ委員

石橋陽一郎

昨年3月11自由実震災から1年が経

過しまレと 復興νつつあること、未

左手もつかなL こと 復興・復旧の程

理[:.;さまさまですが‘関係者の努力によ

'董実に圭法νていると感じています。

今宮町持婁峰、高層湿築物の環境

配雷野信です全国各地で再開発が進

ι早葺酒量襲物の温設にとも主う環

唖Eーか指薗されています@事車系の

環境"WF酒とやや異なり、風害、電

{瞳害.量観.日間阻害等に重きが置

かれ.綱董技術の開発、予測績術的向

上、Jl響回避に向けての対策が細やか

に展開されています。

地爆の温点にはシンボルとなる タ

ワービルもよ〈見かけるようになりま

した。震災復興においても.街づくり

の基本計画的検討において、高層建築

物も世なからず盛り込まれ、地成構想

由一端でこの特集が役に立つ局面が身

近にあると考えていま1九
(編算委員

圃圃圃圃晶ぷ出品必&ι.U~.・・・
2011年12月1日(木)

「口頭売表J及び「展示発表J

告:!I1liJ!)1校 3酬円(組込み}
制f'lし、i車料は割IB盆ご負飼いただきます

⑨豆亙〉
'.協会尭nの積揮官将CD(¥' er.3.0)をご陽

入希望町}jは、以下町協会ホームページから
III~フォームまたはFAXにてお申し込み下さい。

httpJ/Wv州jeas.org/modules/contents14/ 

却12均4月ト句より廠光開鮒予元:

環境影響評価業務積鱒資料 CD(Ver.3.0)販売のご案内

国土交通省新積S車体系に対応しました

国士交通干?では2011年4月11はり、 「設計業

務等における新たな積算手法についてJとして、
企業会計の概念との整合を閃るため、「業務原

価Jと「 般1"1埋'lY等Jの二大区分による新た

な積算手法を導入Lています。この新織算体系

で積算する場合は、従来の積算体系と考え方

が述うため、これまでの事掛は使えません。

今阿の積算資科CD(Ver.3.0)は、原境影響

評価手続きに閲する従来の積算体系と新和$1

体系の双hに対応した参考歩掛を提供してい

ます。ぜひご:古川ください。 潔)
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